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 令和２年６月１９日、副会長堀卓郎が、理事の全員に対して理事会の決議の目的である事項につ

いて下記の内容の提案書を発し、また、監事の全員に対して当該提案に対する異議の有無を確認

する依頼書を発したところ、当該提案につき、理事の全員から書面により同意の意思表示を得ると

ともに、監事の全員から書面により異議を述べない旨の回答を得たので、社会福祉法第４５条の１４

第９項が準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９６条及び定款第３０条第２項

の規定に基づく理事会の決議の省略により、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったもの

とみなされた。理事会の決議があったものとみなされた事項を明確にするため、本議事録を作成し、

議事録作成者が記名押印する。 

 

記 

 

１． 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容 

（１）議案第１号    令和元年度事業報告・決算（計算書類・財産目録）の承認 

（２）議案第２号    令和２年度補正予算（第１次） 

（３）議案第３号    社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会会長の選定 

（４）議案第４号    定時評議員会について 

  別添の議案書のとおり。 

 

２． 理事会の決議があったものとみなされた事項を提案した者の氏名 

副会長  堀  卓郎 

 

３． 理事会の決議があったものとみなされた日 

令和２年６月２４日 

理事の全員（２５名）の同意書及び監事の全員（３名）の確認書は別添のとおり。 

なお、提案した事項について特別の利害関係を有する理事はいなかった。 

 

４． 理事会議事録の作成に係る職務を行った者の氏名 

会 長  上原  繁 

 

 

令和２年６月２６日 

 

議事録作成者 

 

会  長                     ㊞ 


